
４月から組織等が変わります
問　【変更点１ ・ ２】 企画部　企画係　☎72-2101 （内線152）

　　 【変更点３】 家庭教育センター　☎72-2101

これからのまちづくりの課題解決を図る手段であるＤＸの取組を軌道に

乗せ、 本格化させるためにDX推進課を設置するとともに、 必要な組

織改正を行います。

※代表で家庭教育センター

　 を呼び出してください

DX推進課の設置

変更点１ －新たな組織の設置、組織の再編－
企画部

「デジタル田園健康特区」 の関連事業を含めて、

すでにスタートしているＤＸの取組の実装を目指

すとともに、 今後も新たなＤＸの取組にチャレン

ジしていくため、ＤＸ推進室を 「ＤＸ推進課」 にす

るとともに、課内に「自治体デジタル係」を設置し、

地域ＤＸ推進係との２係体制とします。

第６次総合計画の政策及び施策の展開と、 行財

政改革との整合を保ちながら、 時代の変化に柔

軟に対応した持続可能な地域経営を推進するた

め、 課内に 「行政経営係」 を設置し、 企画係と

の２係体制とします。

企画課の再編

建設課の再編

都市建設部

国土調査法に基づく地籍調査の実施に当たり、 市民に調査の目的等をわかりやすく示し、 効率的に業務

を推進するため、 「地籍調査係」 を設置します。

変更点２ －庁舎２階の配置替え－
市役所本庁舎２階の北側にあった

環境課、 ゼロカーボン推進室と、

南側にあった企画課、ＤＸ推進室

（４月からはDX推進課） のフロア

を入れ替え、 秘書広聴課を除く

企画部のすべての課室を北側に

集約します。

これにより、 企画部のマネジメン

ト力を強化するとともに、 連携、

協力を促し、 業務の効率化を図り

ます。

変更点３ －家庭教育センターの体制変更－

【子育て事業】

０歳から３歳までの子育て事業及び相談業務をこども課へ統合し、 子育て事業の充実を図ります。

【その他事業】

家庭教育、 女性の地位向上等事業については、 生涯学習課に統合し、 企画立案業務や関係部署等と

連携し、 充実を図ります。

５　４　１令和　　　 年　　　　月　　 　日 （土） ～

業務場所の移動に伴い、 電話による家庭教育センターへの予約やお問い合わせについては、 茅野市

役所代表電話番号へおかけいただき、 家庭教育センターをお呼びください。

茅野市役所電話 ： ０２６６-７２-２１０１ （代表）

家庭教育センターを使用する際の受付や、 施設使用申請書等の受付は、 隣接する 「ちの地区コミュ

ニティセンター」 窓口で行います。

4  受付窓口の変更について

3  電話予約 ・ 問い合わせについて

１　体制の変更時期

2  家庭教育センター業務の市役所本庁舎への移動について

企画課
DX 推進課
地域創生課

移住 ・ 交流推進室

環境課

ゼロカーボン
推進室

自治体デジタル係 地域DX推進係

D X 推 進 課

企 画 係 行政経営係

企 画 課

交通安全係建 設 係維 持 係管 理 係 地籍調査係

建 設 課
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